様式第１号（第４条関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

茨城県知事　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　住所　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　

茨城県外国人受入優良（先進）企業認定申請書（新規・更新）

　茨城県外国人受入優良企業等認定制度実施要綱第４条及び第７条の規定に基づき、下記のとおり申請します。

	業種
	

	従業員数
	　　　　　　　　　　　人（　　　年　　月　　日現在）
うち外国人　　　　　　人　

	外国人の在留資格・
国籍・主な業務
	技術・人文知識・国際業務： 　人
〔国籍：　　　　　　　　  　　　　　　　　〕
〔主な業務：　　　　      　　　　　　　　〕

	
	特定技能： 　人（１号　人、２号　人）
〔国籍：　　　　　　　　　　　　　　　　　〕
〔主な業務：　　　　　　　　　　　　　　　〕

	
	技能実習（育成就労）： 　人
〔国籍：　　　　　　　　　　　　　 　　　 〕
〔主な業務：　　　　 　　　　　　　　　　 〕

	
	その他： 　人（在留資格：　　　　　　　　　）
〔国籍：　　　　　　　　　　　　　　　　　〕
〔主な業務：　　　　　　　　　　　　　　　〕

	担当者
	氏名
	
	所属・役職
	

	
	TEL
	
	E-mail
	


＜添付書類＞
（１）【別紙】認定要件チェックリスト
（２）県内の本社又は事業所において外国人を雇用していることを証する書類
例：ハローワークへ提出済みの「外国人雇用状況の届出」の写し
[bookmark: _Hlk210812677]（３）誓約書（様式第２号）

【別紙】認定要件チェックリスト
	大項目
	小項目
	該当

	１
	人材確保
	(1) 外国人留学生等を対象としたインターンシップや職場見学を積極的に受け入れている。
	☐
	
	
	(2) 求人情報（求人票、募集サイト等）において、やさしい日本語を用いたり、写真や動画を活用したりするなど、外国人にとって分かりやすい情報発信に努めている。
	☐
	
	
	(3) 採用時に、具体的なキャリアパスモデル（昇進・昇給のモデルケース等）や研修制度について明示し、将来の展望を共有している。 
	☐
	
	
	(4) 自社のウェブサイトやSNS等で、外国人が活躍する様子やインタビュー記事などを発信し、働く環境の魅力を伝えている。
	☐
	
	
	(5) 海外の大学等と連携し、現地での採用活動や情報発信を行っている。
	☐
	２
	異文化理解

	(6) 日本人と共働するための異文化理解に係る取組を行っている。
	☐
	
	
	(7) 礼拝室の設置など宗教等に配慮している。
	☐
	３
	コミュニケーション
	(8) 社内規程等を多言語化している。
	☐
	
	
	(9) 外国人の宗教等に配慮しながら、社員間のコミュニケーションを促進している。（定期的な懇親会の開催等）
	☐
	４
	社内の相談体制

	(10) 業務内容や職場での人間関係等を気軽に相談できる体制（メンター制度等）を整備している。
	☐
	５
	キャリアアップ
	(11) 本人の希望するキャリアの築き方と企業が求める役割の方向性を合致させるため、定期的なキャリア面談やライフプラン面談を実施し、キャリアアップできる環境づくりに努めている。
	☐
	６
	学習支援
	(12) 日本語学習やスキルアップ（技能試験等）のための情報提供、教材の無償提供（貸与）等を行っている。
	☐
	７
	手続き支援
	(13) 外国人及びその家族に対して、子どもの保育や教育、医療や介護等の情報提供を行い、必要に応じて、同行や手続き等の支援を行っている。
	☐
	
	
	(14) 社員寮や借り上げ社宅の整備、住居探しのサポートまたは賃貸物件
の契約に係る連帯保証人となる等の支援を行っている。
	☐
	大項目
	小項目
	該当

	８
	生活支援に係る情報提供
	(15) 行政や国際交流協会等による外国人相談窓口などの生活支援に係
る情報を提供している。
	☐
	９
	地域との共生・交流
	(16) 地域住民から理解が得られるよう生活マナーやゴミ出しのルール等について、定期的に確認・説明を行っている。
	☐
	
	
	(17)　外国人が地域社会での行事や活動に参加する機会を設けている。
	☐
	
	
	該当項目数（合計）
	



※茨城県外国人受入先進企業の申請を行う場合は、以下表も記載すること。
	大項目
	小項目
	該当

	10
	特に先進的な取組
※いずれか該当
	(18) 外国人を役員（※１）に登用している。
※１　会社法第329条第1項に定められた「役員」。
	☐
	
	
	(19) 複数人の外国人を管理職（※２）に登用している。（　　　名）
※２　労働基準法第41条第2号に定められた「管理監督者」。

	☐


※その他、特筆すべき取組（自由記載）
	大項目
	小項目

	
	
	

	
	
	




